広島県 肥満症対策事業
【受診勧奨基準（下記のいずれか）】
・BMI35以上（健康障害の有無を問わない）
・BMI27以上で２つ以上の健康障害あり






肥 満 症 診 療 紹 介 状
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日
                         病院/医院/クリニック　　　　　　　　　　　　先生　　　　　　　
下記の方をご紹介申し上げます。ご高診賜りますよう何卒お願い申し上げます。身長　　　　　cm　　体重　　　　　㎏　　BMI　　　　㎏/㎡　　ウエスト周囲長　　　㎝

□BMI35以上（健康障害の有無を問わない）　□BMI27以上で２つ以上の健康障害あり
（いずれかにチェック）
患者氏名　　　　　　　　　　様（男性・女性）　住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

電話番号　　　　　　　　　　　　生年月日　　年　　月　　日生（　　歳）　職業　　　　　　　　　　　

既往歴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　家族歴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○ 肥満に関連する１１の健康障害※の合併状況
□閉塞性睡眠時無呼吸症候群・肥満低換気症候群
□運動器疾患
（変形性関節症：膝関節・股関節・手指関節、
　変形性脊椎症）
□肥満関連腎臓病
□高尿酸血症・痛風
□冠動脈疾患
□脳梗塞・一過性脳虚血発作
□非アルコール性脂肪性肝疾患
□月経異常・女性不妊
□耐糖能障害
（2型糖尿病・耐糖能異常など）
□脂質異常症
□高血圧






【治療経過】
○ 高血圧、脂質異常症または　　　　　　　　　　　  ○ 現在までの食事・運動療法の状況
　  ２型糖尿病に対する薬物療法の有無食事療法　□なし　□あり　実施時期（　　年　 月～　　年　 月頃）

運動療法　□なし　□あり　実施時期（　　年　 月～　　年 　月頃）

　 　


□なし

□あり
　


□あり（薬剤名）

□あり
　


○ 妊娠および妊娠の可能性について
□あり
　



□可能性あり　□可能性なし



○ 症状経過及び検査結果


○ 上記以外に罹患している疾患の治療状況（上記以外の現在の処方を含む）・その他の特記事項


紹介元医療機関　 住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　 　　　 診療科

施設名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  電話番号　　　　　　　　　　　　　    医師名（署名又は記名押印）　　　　　　　　　　　　　　
  ※一般社団法人日本肥満学会 編集：肥満症診療ガイドライン2022，ライフサイエンス出版，p.1,11,2022

（参考）
―　肥満症の薬物療法の適応について　ー
広島県 肥満症対策事業における受診勧奨基準と下記最適使用推進ガイドライン（※）の基準値は異なります
1. 対象となる患者
以下①②のすべてを満たす患者を対象とする。
0. 肥満症と診断されている
0. 以下のいずれかに該当
・ BMIが27 kg/m2以上であり、2つ以上の肥満に関連する
健康障害を有する
・ BMIが35 kg/m2以上
・ 高血圧、脂質異常症又は2型糖尿病のいずれか1つ以上に
対して適切に薬物療法が行われている

1. 肥満症の専門的治療が可能な医療機関において
①薬物療法を検討する前に、食事療法および運動療法を６か月  間実施
（食事療法について２か月に１回以上の頻度で管理栄養士に
  よる栄養指導を受けている）
②食事療法および運動療法で効果不十分な場合
· 薬物治療の検討（適否を専門医が判断）※最適使用推進ガイドライン セマグルチド（遺伝子組換え）（販売名：ウゴービ皮下注）（厚生労働省：令和８年６月改訂）
https://www.pmda.go.jp/files/000281140.pdf
最適使用推進ガイドライン チルゼパチド（販売名：ゼップバウンド皮下注）～肥満症～（厚生労働省：令和８年５月改訂）
https://www.pmda.go.jp/files/000280607.pdf



